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１．電気設備等の耐性評価に係るこれまでの取組

⚫ 南海トラフ巨大地震及び首都直下地震について、平成25年に中央防災会議が、被害想定や対策等をまとめ
た「南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）」（平成25 年５月）、「首都直下地震の被害想定と対
策について（最終報告）」（平成25年12月）をそれぞれ公表。

⚫ 自然災害等の発生時に、公共の安全の確保及び著しい電力の供給支障を防止する観点で、電気設備及び電力シス
テムに対する耐性の評価及び復旧迅速化対策の検討を行うことが重要であることから、電気設備自然災害等対策
WG（以下「本WG」という。）において、両地震に対する電気設備等の耐性の評価等を御審議いただき、平成26年
６月に「中間報告書」を取りまとめた。

⚫ また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震※１については、その後中央防災会議が「日本海溝・千島海溝沿
いの巨大地震の被害想定について」（令和３年12月21日）を公表した※２。

⚫ その後、南海トラフ巨大地震については、令和7年3月31日、中央防災会議が新たな知見に基づき想定される
震度分布・津波高等を公表、同年6月に本WGにおいて議論を開始した。首都直下地震については、令和7年
12月19日、中央防災会議が新たな知見に基づき想定される震度分布・津波高等を公表したところ。

⚫ さらに、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震※３に関連して、令和７年12月8日、青森県東方沖地震が発
生し、青森県八戸市で震度６強を観測、初めて「北海道・三陸沖後発地震注意情報※４」が発表されたところ。

⚫ このため、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について、耐性評価を行うこととする。大手電力各社
において、耐性の評価及びそれを踏まえた対策の検討を行い、その結果を御審議いただいた上で、取りまとめを行いたい。
※１：(参考）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震については、南海トラフ巨大地震、首都直下地震と並んで防災対策のための特別措置法が制定されている。

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成十四年法律第九十二号）、首都直下地震対策特別措置法（平成二十五年法律第八十八号）、
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成十六年法律第二十七号））

※２：当該中央防災会議の被害想定では、死者数は日本海溝モデルで被害が最大となるケースにおいては約19万9千人、千島海溝モデルで被害が最大となるケースにおいては約10万人とされている。また、停電軒数は日
 本海溝モデルで最大約22万千軒、千島海溝モデルで最大8万4千軒とされている。

※３：千島海溝周辺で発生する地震は複数の発生場所が想定されているが、政府の地震調査委員会は令和8年1月14日、北海道・根室沖の千島海溝で発生が懸念されるM7.8〜8.5程度の地震の今後30年以内の
 発生確率を「90％程度」と発表。令和7年の発表では「80％程度」としていたところ、上昇した。

※４：気象庁HP：日本海溝・千島海溝沿いの領域で規模の大きな地震が発生すると、その地震の影響を受けて新たな大規模地震が発生する可能性が相対的に高まると考えられています（略）。このため、北海道の根室
 沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域及び想定震源域に影響を与える外側のエリアでMw7.0以上の地震が発生した場合に、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表します。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nceq/info_guide.html

出所：内閣府HP 「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（平成25年12月 中央防災会議 防災対策推進検討会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ）https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_report.pdf

・産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
・首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料等 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/index.html
・日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/index.html
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https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nceq/info_guide.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_report.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/index.html
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(参考)令和7年12月に内閣府から公表された首都直下地震の想定①

出所：首都直下地震モデル・被害想定手法検討会 （参考）地震モデル報告書の概要（令和７年12月19日公表）（https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/higaisotei/index.html)
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(参考)令和7年12月に内閣府から公表された首都直下地震の想定②
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(参考)令和7年12月に内閣府から公表された首都直下地震の想定③



7出所：首都直下地震対策検討ワーキンググループ 説明資料等（令和７年12月19日公表）（https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/index.html)

(参考)令和7年12月に内閣府から公表された首都直下地震対策の概要
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(参考)令和3年12月に内閣府から公表された日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の想定①

出所：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書について（令和４年３月２２日）https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/pdf/220322/shiryo02.pdf

※なお、被災直後の停電軒数は、日本海溝モデルで最大約22万千軒、千島海溝モデルで最大約8万4千軒と想定。



9出所：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ 被害想定について（令和３年１２月２１日）https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/pdf/211221/shiryo05.pdf

(参考)令和3年12月に内閣府から公表された日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の想定②



10出所：日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ 被害想定について（令和３年１２月２１日）https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/pdf/211221/shiryo05.pdf

(参考)令和3年12月に内閣府から公表された日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の想定③
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「防災基本計画」（令和７年７月中央防災会議）
第３編 地震災害対策編
第１章 災害予防
第２節 地震に強い国づくり，まちづくり 

１ 構造物・施設等の耐震性の確保についての基本的な考え方
○地震に強い国づくり，まちづくりを行うに当たっては，建築物，土木構造物，通信施設，ライフライン施設，防災関連施設等の

構造物・施設等について，耐震性を確保する必要がある。その場合の耐震設計の方法は，それらの種類，目的等により異なるが，
基本的な考え方は以下によるものとする。
• 構造物・施設等の耐震設計に当たっては，供用期間中に１～２度程度発生する確率を持つ一般的な地震動と，発生確率

は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動をともに考慮の対象とするものとする。 
• この場合，構造物・施設等は，一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じず，かつ高レベルの地震動に際しても
人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標として設計するものとする。 

• さらに，構造物・施設等のうち，いったん被災した場合に生じる機能支障が災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなるおそ
れがあるもの，地方あるいは国といった広域における経済活動等に対し，著しい影響を及ぼすおそれがあるもの，多数の人々を
収容する建築物等については，重要度を考慮し，高レベルの地震動に際しても他の構造物・施設等に比べ耐震性能に余裕を
持たせることを目標とするものとする。 

○なお，耐震性の確保には，上述の個々の構造物・施設等の耐震設計のほか，代替性の確保，多重化等により総合的にシステ
ムの機能を確保することによる方策も含まれるものとする。 12

（参考）防災基本計画における構造物・施設等の耐震性の確保についての基本的な考え方

⚫ 防災基本計画における「構造物・施設等の耐震性確保についての基本的考え方」は、以下のとおり。

✓ライフライン施設の耐震設計は、供用期間中に１～２度程度発生する確率を持つ一般的な地震動
と、直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地震動をともに考慮。

✓一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じず、かつ、高レベルの地震動に際しても人命に
重大な影響を与えないことを基本的な目標として設計。

✓耐震性の確保は、代替性の確保、多重化等により総合的にシステムの機能を確保する方策も含む。
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耐性を評価する自然災害と事象についての考え方

⚫ 「防災基本計画」を踏まえ、高レベルの地震動である首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震について、新たな地震及び津波の想定も活用し、あらためて、電気設備等の損壊
等により、①人命に重大な影響を与えるおそれのある事象、②著しい（長期的かつ広域的な）
供給支障が生じるおそれのある事象について、電気設備等の耐性及び復旧迅速化対策を評価・
検討する※。

 ※防災基本計画の考え方に変更がないことから、前回評価における一定の要件・考え方を踏襲。

（１）耐性を評価する自然災害とその考え方（ 「中間報告書」（平成26年6月）（抄））

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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耐性評価に用いる地震及び津波の想定等の考え方

耐性評価に当たっては、中央防災会議の評価条件（想定地震動及び想定津波ケース）に加え、自治
体が独自の想定を公表している場合は、それを用いることも可能とした（略）。
また、今回の検討においては、各設備の所在位置における最大影響となるケースに基づき個別に設備
被害を想定しているために、起こりえる最大ケースよりも過酷な条件となる。

○前回の耐性評価における想定等の考え方（「中間報告書」（平成26年6月）（抄））

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html

⚫ 中央防災会議の地震及び津波の想定を活用しつつ、これに限定せず、自治体の独自の想定が公
表されている場合は、それも用いつつ、各設備の所在位置における最大影響となるケースに基づき
評価を行う。

（※）首都直下地震について、地震による耐性評価についてはM7クラスの地震（19ケース）及びM8クラスの地震（大正関東地震タイプ）、
 津波による耐性評価についてはM7クラスの地震（19ケース）及びM8クラスの地震（大正関東地震タイプ、延宝房総沖地震タイプ）を対象とする。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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※「水路等」は、前回、集中豪雨及びそれに伴う地すべりに係る耐性評価項目であり、地震の耐性評価項目ではなかったため今回も除く。

※耐性を評価する発電設備として、著しい（長期的かつ広域的）供給支障が生じないかという観点からは、現状の電源構成（下記）において火力発電
 が多くを占めることから、前回同様、火力発電設備について耐性を評価する。
2022年度の発電電力量に占める割合：火力が72.6％。他、水力が7.7％、太陽光が9.2％、風力が0.9％ 等

出所：第７次エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）「2040年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）」
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html

耐性を評価する電気設備等

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html

⚫ 評価対象とする電気設備等は、設備の種類に抜本的な変更がなく、前回評価の考え方を踏襲。

〇耐性を評価すべき電気設備等（「中間報告書」（平成26年6月）（抄））

※

https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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電気設備の耐震性区分と確保すべき耐震性

○前回平成26年の評価等における耐震性区分と確保すべき耐震性の考え方（本WG第1回資料から抜粋）

出所：第1回 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 資料２
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/001.html

⚫ 電気設備の耐震性区分及び確保すべき耐震性の考え方は、防災基本計画の考え方に変更が
ないことから、前回評価の考え方を踏襲。
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津波に係る区分と対応の考え方

出所：第1回 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 資料２
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/001.html

⚫ 津波に係る区分と対応の考え方は前回評価の考え方を踏襲。

○前回平成26年の評価等における津波に係る区分と対応の考え方（本WG第1回資料から抜粋）
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（参考）電気事業法上の規定①（発電用火力設備）

第１章 総則
（耐震性の確保）
第四条の二 電気工作物（液化ガス設備※2（液化ガスの貯

蔵、輸送、気化等を行う設備及びこれに附属する設備をいう。
以下同じ。）を除く。）は、その電気工作物が発電事業の
用に供される場合にあっては、これに作用する地震力による
損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の
供給に著しい支障を及ぼすことがないように耐震性を有す
るものでなければならない。

※２ 液化ガス設備は第四十一条で別途規定

＜発電用火力設備に関する技術基準を定める省令＞ ＜発電用火力設備の技術基準の解釈＞

（耐震性の確保）
第１条の２ 省令第４条の２に規定する耐震性の確保は、
供用中に一度程度発生する可能性が高い一般的な地震
動に対して、機器の破損により発電所の復旧に著しい影響
を与えることを防止するため、日本電気技術規格委員会規
格 JESC T0001（2014）※3によること。

※３ JESC T0001(2014) はJEAC 3605(2014)と同一
液化ガス設備については、第58条において、「LNG 地上式貯槽指針」及び
「LNG 地下式貯槽指針」 （（一社）日本ガス協会）等を引用

⚫ 電気事業法では、設備の技術基準を定める省令における観点の１つとして、「損壊による著し
い※1供給支障の防止」を掲げており、地震発生時に火力発電所の長期脱落による電力供給支
障を防ぐことを目的に、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」に一定の耐震性を
確保することを規定。
※1 長期的かつ広域的の意味（電気設備防災対策検討会 電気設備等の耐震性区分及び確保すべき耐震性に関する考え方 参照）

⚫ また、「発電用火力設備に関する技術基準の解釈」に、技術基準で求める耐震性の確保の例
示として、JEAC 3605-2014「火力発電所の耐震設計規程」を取り込んで規定。

発電用火力設備に関する電事法上の規定
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（参考）電気事業法上の規定②（送電・変電・配電設備）

⚫ 送配電設備の支持物※については、電気設備に関する技術基準を定める省令に、地震による振
動、衝撃荷重等による倒壊防止が規定されており、また、風圧荷重が地震荷重よりも大きくなる
ことから、風圧荷重を考慮することで耐震性を確保している。
※木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするもの

⚫ 変電設備の耐震性については、民間規格であるJEAG 5003「変電所等における電気設備の耐
震設計指針」の耐震性能が、電気設備防災対策検討会（平成7年11月資源エネルギー庁）
で示された変電設備の耐震性確保※に関する考え方に沿って策定されており、変電設備の設計に
用いられている。
※一般的な地震動に際し個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと、高レベルの地震動に際しても著しい（長期的かつ広域的）供給支障が生じないよう、代替性
の確保、多重化等により総合的にシステムの機能が確保されること

第二章 電気の供給のための電気設備の施設
第三節 支持物の倒壊による危険の防止
（支持物の倒壊の防止）

第三十二条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構
造（支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。）は、その
支持物が支持する電線等による引張荷重、十分間平均で風速四十
メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される
地理的条件、気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を
考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。
ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、
その施設場所を考慮して施設する場合は、十分間平均で風速四十
メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設する
ことができる。

２ 架空電線路の支持物は、構造上安全なものとすること等により連鎖
的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。

＜電気設備に関する技術基準を定める省令＞

第58条【架空電線路の強度検討に用いる荷重】
〔解 説〕 本条は、架空電線路の強度検討に用いる荷重について示している。
（途中略）
本条に示す荷重の他に省令第32条では、地震による振動、衝撃荷重を考

慮すべきことを規定しているが、従来より、一般の送電用支持物は地震荷重
よりも風圧荷重の方が大きいと評価されており、平成7年1月17日に発生
した兵庫県南部地震においても、送電用支持物については地震動による直
接的な被害は見られなかった。しかし、本地震は過去我が国で発生した地震
の中でも最大級であったことから、改めて送電用支持物の耐震性を確認すべく、
一般的電圧階級における代表型を対象に、動的な地震応答解析を実施し
た。その結果、これらの送電用支持物は、兵庫県南部地震で観測された地
震動に対しても耐え得ることが確認された（解析内容については、日本電気
協会技術規程 JEAC 6001-2008「架空送電規程」を参照されたい。）。
（以下略）

＜電気設備の技術基準の解釈の解説＞

送電・変電・配電設備に関する電事法上の規定
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（参考）電気事業法上の規定③（ダム）

第２章 ダム
（ダム）
第六条 ダムは、次の各号により施設しなければならない。
一 コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダムは、水位、流量そ
の他の河川の状況並びに自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び
揚圧力を考慮した安全な構造のものであること。

二 アーチダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、
動水圧、泥圧、地震力、揚圧力及び温度荷重を考慮した安全な構
造のものであること。

三 フィルダムは、水位、流量その他の河川の状況並びに自重、静水圧、
地震力及び間げき圧を考慮した安全な構造のものであること。

＜発電用水力設備に関する技術基準を定める省令＞ ＜発電用水力設備の技術基準の解釈＞

（荷重の計算方法）
第２条 省令第６条第１項において考慮するものとしている自重、静
水圧、動水圧、泥圧、地震力、揚圧力、温度荷重及び間げき圧の計
算方法は、次のとおりとする。 
四 地震力は、水平に作用するものとし、次のとおり計算すること。 
イ ダム（省令第２条第二号ただし書のダムを除く。）の場合

 次の表の上欄に掲げる種類のダムごとに、それぞれ同表の下欄に
掲げる値以上で地質 その他ダムの設置地点の状況を考慮して得られ
る値の設計震度を自重に乗じて計算す ること。

（以下略）

発電用水力設備に関する電事法上の規定

⚫ ダムについては、発電用水力設備に関する技術基準を定める省令に、地震力を考慮した安全な
構造のものであることが規定されている。また、「発電用水力設備の技術基準の解釈」に、技術
基準で定める地震力の例示として、計算方法が規定されている。

⚫ なお、電力各社では自主保安として、レベル２地震動に対するダムの耐震性能を照査するにあ
たって必要な技術的事項がまとめられた国土交通省の「大規模地震に対するダム耐震性能照
査指針（案）・同解説」に準拠して耐震性能照査を実施している。
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３．水力発電設備（ダム）の耐性評価

下記の①又は②の要件を満たす全国の発電用ダム（一般電気事業者及び卸電気事業者（電源開発）のダム）
①高さ15m以上の発電専用ダム 又は
②高さ15m未満の発電専用ダムであって、以下のいずれにも該当しないダム

１）貯水機能を有さないもの
２）当該ダムの下流において河川護岸や堤防の高さがダムの堤高より高いもの
３）ダム放水時に無害放流で河川を流下できるもの
４）直下のダムにおいて、当該ダムの放水を貯留できるもの
５）当該ダムの下流において人家等がなく人的被害の生じるおそれがないもの

１．平成26年の首都直下地震の耐性評価において評価対象としたダムの要件 （「中間報告書」
（平成26年6月）等の内容を抜粋・要約）

※前回は389基のダムを評価。うち、首都直下地震が最大影響となったダムは２基。
※ダムが貯水機能を喪失するような重大な損傷が生じた場合、人命に重大な影響を与え得るかという観点から、規模の大きいダム(高さ15m以上）だけでなく、
比較的規模の小さいダム(高さ15m未満）も、その下流への影響等を考慮し、上記の要件に該当する場合は評価対象とする。

・上記１．のダムについてL2地震動※に対して、ダムが貯水機能を喪失する(制御できない貯水の流出を生じる)ような重大な損傷を
生じないか評価。

※ L2地震動（レベル２地震動）：現在から将来にわたって、ダムの設置地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動（土木学会）。
 ダムは、一旦貯水機能を喪失した場合、特に人命に重大な影響を与えることとなるためL2地震動を用いて評価。

※「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説」 （平成17年3月国土交通省）に基づき、耐震評価を実施。

２．平成26年の首都直下地震の耐性評価における耐性評価の方法（「中間報告書」（平成26年6月）
の内容を抜粋・要約）

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html

○今回の評価対象範囲

下記事業者のダムを評価対象とする。

・首都直下地震：東京電力RP（株）
※首都直下地震緊急対策区域（震度6弱以上や高さ3メートル以上の津波が予想される市町村）にダムを有する事業者。

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震：北海道電力（株）・東北電力（株）・東京電力RP（株）・電源開発（株）
※日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域（震度6弱以上や高さ3メートル以上の津波が予想される市町村）にダムを有する事業者。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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（参考）平成26年の首都直下地震の耐性評価におけるダムの耐性評価の結果

⚫ 事業者による平成26年の首都直下地震の耐性評価結果として、首都直下地震が最
大影響となった２基を含む全389基のダムについて、地震時に損傷が生じたとしても、
「①貯水機能が維持されること」及び「②生じた損傷が修復可能な範囲にとどまるこ
と」が確認された。

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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４．火力発電設備の耐性評価

○今回の評価対象範囲

下記事業者の火力発電所を評価対象とする。

⚫ 首都直下地震：（株）JERA 、 電源開発（株）
※首都直下地震緊急対策区域に火力発電所を有する事業者。
 ※（株）JERA：出資比率：東京電力フュエル&パワー（株）50％ 中部電力（株）50％ 設立日：平成27年4月30日

⚫ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震：北海道電力（株）・東北電力（株）・（株）JERA 
※日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に火力発電所を有する事業者

東京電力（株）および電源開発（株）が、過去の大震災での被害実績等に基づき、中央防災会議に
よる想定地震動および想定津波のうち、自社所有の設備が最も過酷な被害となると想定されるケース
における、火力発電所の被害規模や復旧期間等を評価。なお、自治体が想定している場合は自治体の
ケースも採用可能とした。

平成26年の首都直下地震耐性評価における火力発電設備の評価の考え方(本WG第3回資料１(抄))

出所：第3回 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 資料１
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/003.html
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(参考）平成26年の首都直下地震の耐性評価における火力発電設備の耐性評価の結果（「中間報告」（抄））

地震動
（各社所有の設備が最も過酷な被害となると想定されるケース）

津波
（各社所有の設備が最も過酷な被害となると想定されるケース）

設備区分Ⅰ：
燃料油タンク、
LNG タンク
（電気事業法
に係るもの）

○燃料油タンク
全７箇所が震度５強以下から震度７までの地震動を受けると想定された
が、下記の考え方に基づき判断すると、重大な被害は無いものと想定され、
重大な人命被害は生じないと考えられる。 

○LNGタンク
全５箇所の LNG タンクが震度6弱から震度７までの地震動を受けると想
定されたものの、下記の考え方に基づき判断すると、震度６強以下のタンク
については重大な被害は無いものと想定され、重大な人命被害は生じな
いと考えられる。 

（考え方）設備区分Ⅰの設備については、過去において実績のある震度
階までは耐震性を有するものと判断。

○燃料油タンク
全７箇所の燃料油タンクは浸水しないと想定され、重大な人命
被害は生じないと考えられる。

○LNGタンク
全５箇所のLNG 基地のタンクは浸水しないと想定され、重大
な人命被害は生じないと考えられる。

設備区分Ⅱ：
ボイラー・タービ
ン等
発電設備

・全体の９割超（発電出力ベース 4,174 万 kW／4,409 万 kW）
の発電所が１ヶ月程度以内で順次復旧する（全体の約３割の発電所
は1週間程度以内もしくは運転継続）。
・全体の１割未満（約５％）の発電所はさらに大きな被害が想定され、
１ヶ月程度以上の復旧期間が必要である。
・このため、被害範囲やユニット数に応じて更なる復旧期間を要する可能性
も考えられるため、各社の設備実態並びに被害想定に応じた復旧迅速化
策を講じることにより、可能な限り早期の供給力確保に努める。

・全16箇所の火力発電所は浸水しないと想定され、被害（発
電支障）は生じないと考えられる。

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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５．基幹送変電設備の耐性評価

○今回の評価対象範囲

下記事業者の17万V以上の基幹送変電設備（※損壊すると著しい（長期的かつ広域的）供給支
障が生じるおそれがある）を評価対象とする。
⚫ 首都直下地震
 ・東京電力パワーグリッド（株） ・中部電力パワーグリッド（株）
 ・電源開発送変電ネットワーク（株）
   ※首都直下地震緊急対策区域に設備を有する事業者。

⚫ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

 ・北海道電力ネットワーク（株） ・東北電力ネットワーク（株）
 ・東京電力パワーグリッド（株） ・電源開発送変電ネットワーク（株）
  ※日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に設備を有する事業者。

東京電力（株）、中部電力（株）および電源開発（株）が、過去の大震災での被害実績等に基
づき、中央防災会議による想定地震動および想定津波のうち、自社所有の設備が最も過酷な被害と
なると想定されるケースにおける、17 万 V 以上の基幹送変電設備の被害規模、著しい※供給支障
発生の有無および復旧期間等を評価。なお、自治体が想定している場合は自治体のケースも採用可
能とした。

○平成26年の首都直下地震耐性評価における基幹送変電設備の評価の考え方（本WG第3回
資料１（抄））

出所：第3回 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 資料１
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/003.html

※長期的かつ広範囲



地 震 津 波

変
電
設
備

【耐震性】
・東日本大震災で震度７の影響を受けた設備の損傷割合は僅
少であり、基本的な耐震性能は満足

・震度７エリアに変電所がないことを確認

【液状化】
・過去に震度７を記録した地震に伴う液状化により、17万V以
上変電機器において、運転継続不可となった被害なし

・震度７エリアに変電所がないことを確認

・東日本大震災における実績では、津波に対する変電所の設備被害は、
がれき等漂流物による被害よりも、浸水による被害が支配的であった。
このため、浸水が想定される対象変電所全てについて個別に浸水深を
確認

・被害を受ける設備がなく、著しい供給支障が発生しないことを確認

送
電
設
備

【耐震性】
・東日本大震災で震度７の影響を受けた設備の損傷割合は僅
少であり、基本的な耐震性能は満足

・架空送電設備について、震度７に該当する各エリアにおける照
査用地震動に対し、代表設備(主要な型式の鉄塔モデル)にて
評価した結果、全ケースにおいて、自立継続（倒壊には至らな
い）することを確認

【液状化】
・東日本大震災では管路やマンホールにおいて送電支障に至る重
大な設備被害は確認されていない

・一部の地中送電線において損壊の可能性が確認されたが、全箇
所系統切替により復旧が可能であり、著しい供給支障が発生し
ないことを確認 

・東日本大震災での被害実績より設備被害想定を設定

・被害を受ける設備がなく、著しい供給支障が発生しないことを確認
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（参考）平成26年の首都直下地震の耐性評価における基幹送変電設備の耐性評価の結果
（「中間報告」 (抄)及び本WG第8回追加検討結果(抄) ）

架空送電設備の被害想定 地中送電設備の被害想定

出所：産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 中間報告書（平成26年6月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
第8回 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策ワーキンググループ 資料２
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/008.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/20140624_report.html
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